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１．風力発電機の配置計画、新設道路計画及び改変区域について【非公開】 

（質問①） 

風車の配置計画を図面で提示してください。 

 

（質問②） 

改変予定区域、新規設置予定の道路の場所が分かる図面を提示してください。 

 

（回答①） 

現時点で計画している風力発電機の配置計画を図 1 に示します。 

今後の造成計画や、環境影響の予測・評価結果及びその他協議等の結果により、

配置計画は変更となる可能性があります。 

※図 1 は計画中の情報であるため非公開とします。 

 

（回答②） 

現時点の新設道路の計画地を図 1 に示します。なお計画中のため、位置は今後変

更となる場合があります。改変区域の詳細は未定のため、準備書でお示しします。 

※図 1 は計画中の情報であるため非公開とします。 
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図 1 風力発電機及び新設 

 道路の配置計画
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２．風力発電機の諸元について 

（質問） 

採用予定候補の風車のモデルについて、諸元を提示してください。 

 

（回答） 

現時点では採用する風力発電機は未定であり、現時点の諸元については方法書

P2-4(5)に示す情報となります。今後、設置する風車の検討を進め、準備書段階で、

想定する風力発電機の諸元に基づく予測及び評価を実施します。 
 

３．風力発電機の音響性能について 

（質問） 

準備書では、採用する風力発電機の音響特性として IEC 61400 に基づく A 特性音

圧の FFT 分析結果を示し、純音成分に関する周波数(Hz)、Tonal Audibility(dB)の

算定と評価をしてください。さらに A 特性 1/3 オクターブバンド分析結果、Swish

音に関する特性評価を示してください。 

 

（回答） 

現時点では機種未定ですが、準備書段階で採用する風力発電機が確定した場合、

風力発電機の音響特性の開示に努めます。 
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４．対象事業実施区域内における既設道路について 

（質問） 

対象事業実施区域内の既設道路の有無がわかるような図面を提示してください。 

 

（回答） 

対象事業実施区域内の既設道路の状況を図 2 に示します。 
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図 2 対象事業実施区域内の 

既設道路の状況 
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５．交通に関する事項について【方法書 P2-6(7)～P2-8(9)】 

（質問①） 

8 ページの図は、道路と道路の対象事業実施区域の関係がわかりにくいので、わ

かるようにしてください。 
 

（質問②） 

7ページ「一部拡幅の可能性があるが、現時点では詳細は未定であるが、・・・」

の部分は対象事業実施区域に入っているのでしょうか？ 

 

（質問③） 

搬入路が 3 ルート予定されており、対象事業実施区域になっていますが、どこが

どの程度改変される予定か説明が必要です。 

 

（質問④） 

9ページの矢印はいずれも対象事業実施区域から出ていく方向が示されているよ

うに見えますが、入るほうはどうなのでしょうか。車両は一方通行を予定している

のでしょうか。同様に 8 ページの図は入る方向のみが示されているように見えます。

また 9 ページの工事関係車両のルートは一般道上についてもどのあたりから交通

量の集積が始まるのかわかるように記載してください。 

 

（回答①） 

対象事業実施区域を実線で、大型資材の搬入ルート及びその他の工事用資材等の

搬出入ルートを破線で書き分けた図面を図 3 に示します。 

 

（回答②） 

ご指摘の箇所は、図 3 に示す対象事業実施区域の一部である大型資材の搬入ルー

トになります。 

  

（回答③） 

搬入路のどこをどの程度改変するかについては、現時点では未定です。ただし、

搬入路は既存道路であり、図 4 の写真に示すとおり、ある程度の幅員が確保された

整備済みの道路であり、改変箇所は一部の急なカーブなど、限定される見込みです。 
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（回答④） 

  ご指摘のとおり、9 ページ「その他の工事用資材等の搬出入ルート」については、

対象事業実施区域から出ていく車両だけではなく、入ってくる車両もあるため、修

正したものを図 3 に示します。 

8 ページの図については、「風力発電機等の大型資材等の輸送ルート」を示して

おり、これは対象事業実施区域内に入る車両だけを示したものになっています。 

また、現時点では、工事関係車両の走行ルートは未定であり、どのあたりから集

積が始まるか不明です。なお、準備書段階でルートを確定できない場合には、予測

に際して、できる限り安全側の予測となるように、工事関係車両の最大交通量を用

いて予測します。 
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図 3（1）風力発電機等の 

大型資材等の輸送ルート図 

川内港 

No.1 

No.2 

串木野新港 
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No.6 

No.4 
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図 3(2)その他の工事用資材等の 

搬出入ルート図 

川内串木野線 一般国道 3号 

荒川川内線 

串木野港線 
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図4 各搬入路の現況 

搬⼊路 A 

搬⼊路Ｂ 

搬⼊路Ｃ 

搬⼊路Ｄ 

搬⼊路Ｅ 

搬⼊路 A 

搬⼊路Ｂ 

搬⼊路Ｄ 搬⼊路Ｅ 

搬⼊路 C 
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６．排水に関する配慮事項について【方法書 P2-12(13)】 

（質問） 

13 ページの「ウ．排水」 に、「・雨水排水については、改変区域の周囲を土堤

で囲むこと等により、地下浸透をさせるなど、できる限り対象事業実施区域外への

表層排水が無いようにする計画である。」とあるが、「改変区域の周囲を土堤で囲

む」の内容を、沈砂池との関係も含めご説明ください。なお、対象事業実施区域内

での降雨排水の拡散防止（濁り拡散防止）についてもご配慮ください。 

 

（回答） 

土堤については、今後の詳細設計において検討を進めますが、風力発電機設置

ヤードについては、周囲に素掘側溝を配置して、沈砂池に集水した上で、沈砂池に

流すことを考えていますが、その外側を土堤で囲うことにより、できる限り濁水が

流出することを防止する目的で記載しています。 

また、詳細は今後検討しますが、対象事業実施区域内の降雨排水の拡散防止に努

めてまいります。 

 

７．猛禽類の渡り経路の図について【方法書 P3-36(50)～P3-39(53)】 

（質問） 

50ページ～53ページ 猛禽類の渡り経路の図が小さすぎて、事業実施区域がどうい

う状況なのかわかりかねます。拡大するか、もっと鮮明な図に差し替えてください。

もしくはEADASの図を引用するかです。 

 

（回答） 

猛禽類の渡り経路の図について、「環境アセスメントデータベースEADAS センシ

ティビティマップ」（令和元年5月閲覧、環境省）を引用し、作成した図面を図5に示

します。 
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図 5 日中の猛禽類の 

渡りルート図 

対象事業 
実施区域 
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８．植生の記述について【方法書 P3-43(57)】 

（質問） 

57 ページ「植生」の記述について、現存植生の概況は、当該地域の生態系や自然

環境の状況を表す指標ともなるものですので、できるだけ詳細に実態が分かるように

記述してください。当該地域の標高やそれに対応する植生帯など自然環境の状況を示

す基本的な事柄や自然植生の分布状況、土地利用の状況や地形との関係なども考慮し

て分かりやすくまとめてください。 

 

（回答） 

対象事業実施区域のうち、風力発電機設置範囲の標高は 210ｍ～528ｍ、搬入路の

標高は最も低いところで約 40ｍです。当該地域では、ヤブツバキクラス域（常緑広

葉樹林帯）の上限は概ね標高 1000ｍ付近となっており、対象事業実施区域及びその

周囲はこれよりも低い標高であるため、全域がヤブツバキクラス域に位置しているこ

とになります。 

対象事業実施区域及びその周囲は概ね山地地形であり、植生については、大部分が

スギやヒノキが植栽された植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）及びシイ・カシ二次

林等の二次林となっています。二次林については、当該地域ではシイ類やカシ類、タ

ブ等が優占する常緑広葉樹林（シイ・カシ二次林、タブノキ-ヤブニッケイ二次林）

が広くみられ、一部の伐採して間もない場所などに、アカメガシワやカラスザンショ

ウなどの先駆性の落葉広葉樹が優占する二次林（アカメガシワ－カラスザンショウ群

落）が分布しています。また、以前牧場と利用されていた場所などにはススキが優占

する二次草原（ススキ群団（Ⅶ））もみられます。 

対象事業実施区域のうち各搬入路の始点付近の地形は丘陵地となっており、その周

辺は谷底平野となっています。丘陵地の部分の植生は大部分がスギ・ヒノキ植林やシ

イ・カシ二次林などの二次林で、周辺部の谷底平野は水田などとして利用されていま

す。 

周辺部には一部自然植生も確認されており、海岸付近の斜面にみられるマサキ－ト

ベラ群集やオニヤブソテツ-ハマビワ群集、砂浜にみられるチガヤ－ハマゴウ群集、

河口付近の干潟周辺にみられるシオクグ群集やアイアシ群集などが分布しています。 
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９．現存植生図について【方法書 P3-44(58)】 

（質問） 

図 3.1-25「現存植生図」について、植生図に貼ってある凡例番号ですが、番号の

周りにある白抜きの部分が大きいために、面積が小さい群落が隠れてしまい、その部

分が確認できないので、番号だけを付すように工夫してください。 

 

（回答） 

ご指摘を踏まえ、「現存植生図」を修正し、図 6（2）に示します。 

なお、凡例は図 6（1）に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6（1） 現存植生図凡例 
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図 6（2） 現存植生図 
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１０．重要な植物群落について【方法書 P3-45(59)】 

（質問） 

「発電所に係る環境影響の手引き」の植物に関する評価手法の［解説］ロの⑦「そ

の他地域特性上重要と考えられるもの」に関する検討結果についても記述してくださ

い。 

（回答） 

 「その他地域特性上重要と考えられるもの」に関して、対象事業実施区域及びその

周囲の二次草原（ススキ群団（Ⅶ））がこれに該当しないか検討しました。植生調査

については今後実施しますが、調査地点設定等のために現地踏査を実施したところ、

山頂に近い一部がススキ等の優占する草原として維持されているものの、大部分の区

域が樹林化しつつあることがわかりました。ススキ等の優占する部分もその大部分が

近年管理されておらず、多くの木本植物が侵入しつつある状況がみられたため、方法

書作成時点では、この植物群落は「その他地域特性上重要と考えられるもの」に該当

するものとは認め難いとの認識です。ただし、今後、現地調査を実施した上で、この

群落が草原性の動植物の重要な生息・生育場所であると判断された場合、「その他地

域特性上重要と考えられるもの」に係る植物群落として、保全のあり方を検討します。 
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１１．環境類型区分について【方法書 P3-55(69)】 

（質問） 

表 3.1-57「環境類型区分一覧」について、環境類型区分について、地形を「山地」・

「丘陵地」・「台地」・「低地」に区分し、それぞれに落葉広葉樹林、常緑広葉樹林

などの植生類型を組み合わせていますが、それらは植生類型ごとに同じ一つの欄にま

とめられていますので、環境類型としての地形的特徴が反映されていません。この場

合、各欄は地形類型を用いずに「落葉広葉樹林」、「常緑広葉樹林」などの植生類型

のみで代表させても同じではありませんか。 

 

（回答） 

 ここで示した環境類型区分は今後、生態系の評価を実施していくための基礎となる

ものであり、その場合、各動物種の生息地を考える上で、植生以外に地形区分も重要

な要素となることから、環境類型区分には地形区分の要素も取り入れました。例えば、

猛禽類では、クマタカは主に山地に生息するのに対して、オオタカやサシバは丘陵地

や台地に多く生息する傾向がみられます。このように、生態系の構成要素として重要

な動物のことを考慮すると、地形も考慮した環境類型区分がよいものと考えています。      

一方、表中の「植生等」については、複数の地形区分にまたがって成立するものが多

く、地形との結びつきが必ずしもはっきりしないものがみられ、また、表が複雑になっ

てわかりにくくなるため、このような整理としました。 
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１２．大気環境（大気質、騒音及び超低周波音、振動）の調査位置について 

【一部非公開】 

（質問） 

大気環境（大気質、騒音及び超低周波音、振動）の調査位置について、民家・道

路・測定場所の関係がわかる大縮尺の図（500 分の 1～2500 分の 1 程度）を記載し

てください。 

 

（回答） 

大気環境に係る調査位置の状況は、図 7 及び図 8 に示すとおりです。 

方法書記載地点に対して、現地調査に際しての地権者交渉等により、調査地点を

変更しています。また、対象事業実施区域内では騒音に係る環境基準の類型区分の

指定はなく、その周囲では対象事業実施区域北側の川内川の右岸（北側）に指定が

あるのみとなります。なお、平成 31 年 1 月より冬季調査として現地調査を開始し

ています。 

 

※図 8 は、個人の住居位置や写真があり、個人情報が含まれることから、非公開

とします。 
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図 7(1) 大気質調査地点 

  

工事用資材等の搬出入に係る窒素酸
化物及び粉じん等 調査・予測地点

(TP1～TP3) 

建設機械の稼働に係る窒素酸化物及

び粉じん等調査地点 

(EP1) 

建設機械の稼働に係る粉じん等 

調査地点 

 (EP2～EP4) 

EP1

TP3

TP1

TP2 

EP2

EP3 
EP4 

本図は、方法書 p6-20(221) 
図 6.2-1 大気質(窒素酸化物
及び粉じん等)調査・予測地点
位置図に該当する。 
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図 7(2) 騒音振動調査地点 

(工事用資材の搬出入及び建設機械の稼働) 

EN1 

TN3

TN1 

TN2

EN2 

EN3
EN4

工事用資材等の搬出入に係る騒音・ 

振動 調査・予測地点(TN1～TN3) 

建設機械の稼働に係る騒音・振動調査

地点(EN1～EN4) 

本図は、方法書 p6-24(225)図 6.2-2 
工事用資材等の搬出入及び建設機械
の稼働に係る騒音・振動調査及び予測
地点位置図に該当する。 
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図 7(3)騒音超低周波音調査地点 

(風力発電機の稼働) 

風力発電機の稼働に係る騒音・超低周波音調査地点

(WN1～WN6) 

※可視領域は、風力発電機高さを 175mと想定した上で、
本図に示す風力発電機設置想定位置に便宜的に 100m 間

隔で風力発電機を仮配置し、国土地理院（10m 標高メッ

シュ）を用いて作成した。また、地形のみを考慮したも
のであり、樹木やその他の遮蔽物は考慮していない。 

本図は、方法書 p6-27(228)図 6.2-3 
(1) 風力発電機の稼働に係る騒音及
び超低周波音調査地点位置図に該当
する。 

約 1.2km

約 1.4km

約 1.8km 
約 0.9km

約 1.6km 

約 1.8km
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図 7(4)騒音超低周波音調査地点 

(風力発電機の稼働、背景図:赤色立体地図) 

約 1.2km

約 1.4km 

約 1.8km
約 0.9km 

約 1.6km

約 1.8km

本図は、方法書 p6-28(229)図 6.2-3 
(2) 風力発電機の稼働に係る騒音及
び超低周波音調査地点位置図に該当
する。 

風力発電機の稼働に係る騒音・超低周波音調査地点

(WN1～WN6) 

※可視領域は、風力発電機高さを 175mと想定した上で、
本図に示す風力発電機設置想定位置に便宜的に 100m 間

隔で風力発電機を仮配置し、国土地理院（10m 標高メッ

シュ）を用いて作成した。また、地形のみを考慮したも
のであり、樹木やその他の遮蔽物は考慮していない。 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8(1)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、薩摩川内市久見崎（ぐみざき）地区） 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8(2)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、いちき串木野市荒川地区） 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 (3)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、いちき串木野市平山地区） 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 (4)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、薩摩川内市高江町地区） 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8(5)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、薩摩川内市高貫（こうかん）地区） 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8(6)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、薩摩川内市荒川地区） 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8(7)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、いちき串木野市河原（こはい）地区） 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8(8)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、いちき串木野市万福（ばんふく）地区） 
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【非公開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8(9)大気質、騒音及び超低周波音、振動調査地点位置図（詳細図、いちき串木野市平山地区） 
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１３．大気質の各調査地点の選定理由について【方法書 P6-20(221)】 

（質問） 

221 ページ 大気質の各現地調査地点を選んだ理由を示してください。 

 

（回答） 

大気質の選定理由は表 1 に、各現地調査地点は図 9 に示すとおりです。 
 

表 1 大気質調査地点選定理由 

TP1 
工事用資材等の搬出入に係る車両の通行の可能性がある川内串木野線と対象事

業実施区域との合流箇所付近に存在する集落を対象とし設定した。 

TP2 
工事用資材等の搬出入に係る車両の通行の可能性がある荒川川内線と対象事業

実施区域との合流箇所付近に存在する集落を対象とし設定した。 

TP3 
工事用資材等の搬出入に係る車両の通行の可能性がある川内串木野線と対象事

業実施区域との合流箇所付近に存在する集落を対象とし設定した。 

EP1 

対象事業実施区域周辺に位置する集落の状況を勘案し、北東方向に位置する集落

を対象とし設定した。（現地の状況を踏まえ、方法書に示す調査地点から南東方

向に位置する住居付近に変更した。） 

EP2 
対象事業実施区域周辺に位置する集落の状況を勘案し、西方向に位置する集落を

対象とし設定した。 

EP3 
対象事業実施区域周辺に位置する集落の状況を勘案し、南西方向に位置する集落

を対象とし設定した。 

EP4 
対象事業実施区域周辺に位置する集落の状況を勘案し、南東方向に位置する集落

を対象とし設定した。 
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工事用資材等の搬出入に係る窒素酸

化物及び粉じん等 調査・予測地点

(TP1～TP3) 

建設機械の稼働に係る窒素酸化物及
び粉じん等調査地点 

(EP1) 

建設機械の稼働に係る粉じん等 
調査地点 

 (EP2～EP4) 

EP1

TP3

TP1

TP2 

EP2 

EP3
EP4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 9 大気質調査地点図 



37 

１４．風車稼働の有効風速範囲の調査位置および手法について 

【方法書 P6-21(222)～P6-28(229)】【一部非公開】 

（質問） 

風車稼働の有効風速範囲の調査位置および手法について（p.228 または p.229 の

図）、風車稼働時の有効風力範囲を算定するための風況観測の位置（予定）と、地

図上の位置と観測地点の標高について教えてください。 

さらに、ナセル位置の有効風速推定のための調査手法について教えてください。 

 

（回答） 

風況観測の位置を図 10 に示します。観測地点の標高値について、風況観測塔 1

が約 430m、風況観測塔 2 が約 490m となります。 

これらの風況観測のデータを用いて整理を行います。また、ナセル位置の有効風

速については、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル（平成 29 年 5

月、環境省）」に記載される、高さの異なる 2 点で同時測定した風速 U1及び U2（m/s）

からハブ高さの風速を算出する次式により推定します。 

 

 

H1,H2：風速を測定した 2 点の高さ(m)※H1<H2 

U1,U2：高さにおける 10 分間平均風速(m/s) 

UH：ハブ高さにおける 10 分間平均風速(m/s) 

 

※図 10 は、公表することで弊社の利益に支障が生じる恐れがあるため、非公開

とします。 
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図 10 風況観測塔位置図 
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１５．環境騒音または残留騒音と風況の関係について 

（質問） 

現況調査結果を整理するにあたっては、環境騒音または残留騒音の測定値（10

分間値）とナセル高さ推定風速との関係性も把握し関係図を整理してもらいたい。

さらに、風速と環境騒音または残留騒音との関連性（回帰式など）について考察を

してもらいたい。 

（以下に整理図の例を示します。有効風速範囲も例です） 

 

 

 

（回答） 

ご指摘のとおり、準備書作成時には環境騒音または残留騒音の測定値（10 分間値）

とナセル高さ推定風速について整理し、その関連性を考察するようにいたします。 
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１６．道路新設、改修と河川などとの関連について 

（質問） 

既設道路近くに上水源や配水池があるので、上水源・配水池位置、また河川・沢

位置と、道路新設・改修工事との関連を確認できるよう、それらを一枚の図で示し

てください。道路計画が未定であれば準備書で示してください。 

 

（回答） 

新設道路については図 1 に示すとおりですが、新設道路のうちどの区域を改変す

るのかは現在のところ未定です。よって準備書段階において、新設道路の改変区域

と上水源・配水池並びに河川・沢との関連について図でお示しします。 

 

１７．動物の生息の状況について【方法書 P3-27(41)～P3-33(47)】 

（質問） 

「動物の生息の状況については表に示すとおりである」、の文章の後に種のリス

トが示されているだけで、当該地域がどのような状況にあるのか、どのような特徴

があるのかなど全く説明がありません。他の関連する部分についても見直す必要が

あります。 

 

（回答） 

【対象事業実施区域及びその周囲の環境】 

対象事業実施区域のうち、風力発電機設置範囲の標高は 210ｍ～528ｍ、搬入路の

標高は最も低いところで約 40ｍです。当該地域では、ヤブツバキクラス域（常緑広

葉樹林帯）の上限は概ね標高 1000ｍ付近となっており、対象事業実施区域及びその

周囲はこれよりも低い標高であるため、全域がヤブツバキクラス域に位置している

ことになります。対象事業実施区域及びその周囲は概ね山地地形であり、植生につ

いては、大部分がスギやヒノキが植栽された植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林）

及びシイ・カシ二次林等の二次林となっています。二次林については、当該地域で

はシイ類やカシ類、タブ等が優占する常緑広葉樹林（シイ・カシ二次林、タブノキ

-ヤブニッケイ二次林）が広くみられ、一部の伐採して間もない場所などに、アカ

メガシワやカラスザンショウなどの先駆性の落葉広葉樹が優占する二次林（アカメ

ガシワ－カラスザンショウ群落）が分布しています。また、以前牧場と利用されて

いた場所などにはススキが優占する二次草原（ススキ群団（Ⅶ））もみられます。

対象事業実施区域のうち各搬入路の始点付近の地形は丘陵地となっており、周辺は

谷底平野となっています。丘陵地の部分の植生は大部分がスギ・ヒノキ植林やシ

イ・カシ二次林などの二次林となっています。周辺部の谷底平野は水田などとして
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利用されています。 

【動植物相及び動植物の重要な種】 

文献・その他の資料による確認状況は以下のとおりです。なお、文献・その他資

料では、対象事業実施区域及びその周囲に限定できる情報はほとんど確認できず、

薩摩川内市、いちき串木野市などの行政区域単位の情報が主となっています。 

・動物相の状況（方法書 P.42）：森林に生息する動物として、キュウシュウムササ

ビ、ニホンアナグマ、アオバト、キュウシュウコゲラ、ヤマガラ、ニホンヒキガ

エル、ヒグラシ、ムラサキシジミ、ヒラタクワガタ本土亜種、オオスズメバチな

どが確認されています。また、草地に生息する動物として、ヒバリ、ツグミ、オ

オカマキリ、ニシキリギリス、ツマグロヒョウモンなどが確認されております。

また、山地の渓流沿いに生息する動物として、ミソサザイ、ミヤマカワトンボ、

タゴガエル、ヘビトンボ、サワガニなどが確認されており、平地の水辺環境で確

認されている動物として、マガモ、ヤマカガシ、ヌマガエル、ギンヤンマ、ヘイ

ケボタル、ギンブナなどが確認されています。 

・動物の重要な種（方法書 P.60）：森林に生息する重要な動物として、ヤマコウモ

リ、ホンドヒメネズミ、コシジロヤマドリ、コノハズク、ニホンマムシ、ニホン

ヒキガエル、キリシマミドリシジミ本州以南亜種、サカハチチョウなどが確認さ

れております。また、草地に生息する重要な動物として、シコクカヤネズミ、ホ

ンドギツネ、チュウヒ、タイワンツバメシジミ本土亜種、ウラナミジャノメ本土

亜種などが確認されております。また、山地の渓流沿いに生息する重要な動物と

して、ネアカヨシヤンマ、タカハヤなどが確認されており、平地の水辺環境で確

認されている動物として、チュウサギ、ニホンスッポン、アカハライモリ、アキ

アカネ、タイコウチ、コガタノゲンゴロウ、ミナミメダカ、マルタニシなどが確

認されております。 

 ・植物相の状況（方法書 P.56）：森林に生育する植物として、イシカグマ、イヌ

ガヤ、スダジイ、タブノキ、トキワカモメヅル、カンザブロウノキ、ナギランな

どが確認されています。草地に生育する植物として、スミレ、ミシマサイコ、ト

ダシバ、ススキ、メガルカヤなどが確認されています。湿地や河辺、ため池、水

田などに生育する植物として、ハンノキ、ヤナギタデ、アブノメ、クロホシクサ、

イヌセンブリなどが確認されています。海岸や河口付近に生育する植物として、

オカヒジキ、アイアシ、シオクグなどが確認されています。 

 ・植物の重要な種（方法書 P.60）：森林に生育する重要な植物として、オトコシ

ダ、サイゴクベニシダ、イヌガヤ、イチイガシ、ジュズネノキ、ツルギキョウ、

タシロランなどが確認されています。草地に生育する重要な植物として、コハナ

ヤスリ、イヌハギ、スズサイコ、ノヒメユリ、オオアブラススキなどが確認され

ています。湿地や河辺、ため池、水田などに生育する植物として、イヌコリヤナ

ギ、サクラタデ、コギシギシ、タコノアシ、ミゾコウジュ、イヌタヌキモ、スブ

タ、ヒナザサ、サギソウなどが確認されています。海岸や河口付近に生育する重
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要な植物として、ニオウヤブマオ、オカヒジキ、ダルマギク、ナガミノオニシバ

などが確認されています。 

 

１８．動物・植物・生態系の調査地点について【方法書 P6-21(222)～P6-28(229)】 

（質問） 

改変区域や風車の配置が示されていないのに、どのような考えで調査地点の配置

を設定しているのか説明をしてください。現況の植生も確認されていない、改変区

域や配置も示されていない。このような状況で調査を進めても有意義なデータが得

られるとは考えにくいです。 

 

（回答） 

調査地点の設定に際しては、風力発電機想定位置（方法書の各図に示している青

い線）や、その周辺の尾根部周辺が道路造成等により改変されることを想定し、改

変の可能性のある区域を対象事業実施区域として考慮するとともに、植生について

は環境省の25,000分の1植生図（対象事業実施区域及びその周囲は2016年度作成）

の情報を参照し、これらの情報を基に設定しました。 

調査手法毎の設定目的・方針は表 2（1）のとおりで、各調査地点の設定根拠は表

2（2）～表 2（10）のとおりです。 

 

表 2（1） 調査手法毎の設定目的・方針 

 調査手法 調査地点設定の目的・方針 

哺乳類 自動撮影法、 

シャーマントラッ

プ法 

対象事業実施区域及びその周囲における哺乳類相を把握するた

め、植生単位毎に調査地点を設定し、様々な植生に生息する哺乳

類相を把握できるよう配慮した。 

コウモリ類・捕獲

調査 

対象事業実施区域及びその周囲におけるコウモリ相を把握する

ため、地形等を考慮して調査地点を設定し、様々な環境に生息す

るコウモリ類を把握できるよう配慮した。 

鳥類 スポットセンサス

法 

対象事業実施区域及びその周囲における植生区分毎の鳥類の飛

翔量を把握するため、植生単位及び風力発電機等設置範囲（範囲

内／外）を考慮した調査地点を設定し、単位面積当たりの飛翔量

や飛翔高度に関する定量的なデータ取得ができるよう配慮した。 

渡り鳥 定点調査 主な調査対象とする渡り鳥が南北方向に移動することを考慮し、

対象事業実施区域及びその周囲のどの辺りを主に渡り経路とし

て利用しているか把握するため、東西方向に定点を配置し、海に

近い地域も含めて渡りの状況が把握できるように配慮した。 

希少猛禽

類 

定点調査 希少猛禽類の対象事業実施区域及びその周囲における飛翔、環境

の利用、繁殖などの状況を把握するため、視野範囲や猛禽類の視

認のしやすさ等を考慮した上で、希少猛禽類の各行動が把握でき

るように配慮して設定した。 
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昆虫類 ピットフォールト

ラップ、 

ライトトラップ 

対象事業実施区域及びその周囲における昆虫類相を把握するた

め、植生単位毎に調査地点を設定し、様々な植生における昆虫類

相を把握できるように配慮した。 

魚類・底

生動物 

目視観察調査、 

捕獲調査 

土地の改変による濁水の発生の可能性を考慮し、その可能性のあ

る集水域毎に調査地点を設定した。 

生態系 餌量調査 

（ホンドテン、 

 ヤマガラ） 

対象事業実施区域及びその周囲における環境毎の餌資源量を把

握するため、植生単位毎に調査地点を設置し、餌資源量に関する

定量的なデータ取得ができるよう配慮した（調査計画については

本資料 P.59 をご参照ください）。 

テリトリーマッピ

ング法（ヤマガラ） 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生単位毎のヤマガ

ラのなわばり密度を把握するため、対象事業実施区域の様々な植

生を網羅できるようにルートを設定した。 

 

表 2（2） 哺乳類調査地点の設定根拠 

調査手法 地点 植生 地点の設定根拠 
・自動撮影法による 

調査 
・捕獲調査（ネズミ 

類：シャーマント 
ラップ法） 

MT1 
スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する哺乳類相を把握
するために設定した。 

MT2 
落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する哺乳類相を把握する
ために設定した。 

MT3 
スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する哺乳類相を把握
するために設定した。 

MT4 
草地 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、草地に生息する哺乳類相を把握するために設
定した。 

MT5 
常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する哺乳類相を把握する
ために設定した。 

MT6 
スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する哺乳類相を把握
するために設定した。 

MT7 
常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する哺乳類相を把握する
ために設定した。 

捕獲調査（コウモリ 
類） 

BT1 

落葉広葉樹林 対象事業実施区域における谷部の林道に位置する
地点であり、林内は樹冠により閉じられた環境であ
り、コウモリ類が通り道として活用する可能性があ
ることから、設定した。 

BT2 

常緑広葉樹林 対象事業実施区域周囲における常緑広葉樹林の谷
部の沢沿いに位置する地点であり、コウモリ類が餌
場として活用する可能性があることから、設定し
た。 

BT3 

常緑広葉樹林 対象事業実施区域周囲における常緑広葉樹林の尾
根部の林道沿いに位置する地点であり、林内は樹冠
により閉じられた環境であり、コウモリ類が通り道
として活用する可能性があることから、設定した。 
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表 2（3）鳥類（一般鳥類）調査地点の設定根拠 
調査手法 地点 植生 地点の設定根拠 

・スポットセンサス法 
（空間飛翔調査） 
 

BS1 
スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する鳥類相を把握
するために設定した。 

BS2 
スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、風力発電機等設置範囲内のスギ・ヒノキ植
林に生息する鳥類相を把握するために設定した。 

BS3 
落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する鳥類相を把握する
ために設定した。 

BS4 
スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する鳥類相を把握
するために設定した。 

BS5 
常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する鳥類相を把握する
ために設定した。 

BS6 
草地 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、風力発電機等設置範囲内の草地に生息する
鳥類相を把握するために設定した。 

BS7 
草地 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、草地に生息する鳥類相を把握するために設
定した。 

BS8 
常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、風力発電機等設置範囲内の常緑広葉樹林に
生息する鳥類相を把握するために設定した。 

BS9 
スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、風力発電機等設置範囲内のスギ・ヒノキ植
林に生息する鳥類相を把握するために設定した。 

BS10 
常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、風力発電機等設置範囲内の常緑広葉樹林に
生息する鳥類相を把握するために設定した。 

BS11 
落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、風力発電機等設置範囲内の落葉広葉樹林に
生息する鳥類相を把握するために設定した。 

BS12 
常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する鳥類相を把握する
ために設定した。 

 

表 2（4） 鳥類（渡り鳥）調査地点の設定根拠 
調査手法 地点 地点の設定根拠 

・定点調査 

 
MT1 

海沿いの上空を飛翔する渡り鳥の飛翔経路等を把握するために設定し

た。 

MT2 
対象事業実施区域西側の上空を飛翔する渡り鳥の飛翔経路等を把握す

るために設定した。 

MT3 
既設風車を含む対象事業実施区域西側の上空を飛翔する渡り鳥の飛翔

経路等を把握するために設定した。 

MT4 
対象事業実施区域中央部の上空を飛翔する渡り鳥の飛翔経路等を把握

するために設定した。 

MT5 
対象事業実施区域東側の上空を飛翔する渡り鳥の飛翔経路等を把握す

るために設定した。 

  



45 

表 2（5） 鳥類（猛禽類）調査地点の設定根拠 
調査手法 地点 地点の設定根拠 

・定点調査 

 RT1 

柳山山頂に位置する地点であり、対象事業実施区域北側～中央部まで

の視野が広く確保できる。主に対象事業実施区域北側～中央部の尾根

を確認するために設定した。 

RT2 
高江町毎床の轟川沿いに位置する地点であり、対象事業実施区域北西

側の谷部を確認するために設定した。 

RT3 
羽島地区の平身川沿いに位置する地点であり、対象事業実施区域南西

側の谷部を確認するために設定した。 

RT4 

高江町山神段の小麦側沿いに位置する地点であり、対象事業実施区域

北東側の視野が確保できる。主に対象事業実施区域北東側の尾根およ

び谷部を確認するために設定した。 

RT5 

羽島地区梯子の尾根上に位置する地点であり、対象事業実施区域西側

の視野が広く確保できる。主に対象事業実施区域西側の尾根および谷

部を確認するために設定した。 

RT6 

平原山山頂に位置する地点であり、対象事業実施区域西側～南側まで

の視野が広く確保できる。主に対象事業実施区域の西側～南側の尾根

を確認するために設定した。 

RT7 
荒川地区太郎坊の谷部に位置する地点であり、対象事業実施区域南側

の谷部を確認するために設定した。 

RT8 

羽島地区万福に位置する地点であり、対象事業実施区域南西側の視野

が広く確保できる。主に対象事業実施区域南西側の尾根部を確認する

ために設定した。 

表 2（6） 昆虫類調査地点の設定根拠 
調査手法 地点 植生 地点の設定根拠 

・ピットフォール 

トラップ法（PT） 

・ライトトラップ法

（ボックス法）（LT） 

PT1 

LT1 

スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する昆虫類相を把

握するために設定した。 

PT2 

LT2 

落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する昆虫類相を把握す

るために設定した。 

PT3 

LT3 

スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する昆虫類相を把

握するために設定した。 

PT4 

LT4 

草地 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、草地に生息する昆虫類相を把握するために

設定した。 

PT5 

LT5 

常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する昆虫類相を把握す

るために設定した。 

PT6 

LT6 

スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する昆虫類相を把

握するために設定した。 

PT7 

常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する昆虫類相を把握す

るために設定した。 

LT7 

常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する昆虫類相を把握す

るために設定した。 
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表 2（7） 魚類・底生動物調査地点の設定根拠 

調査手法 地点 地点の設定根拠 

・目視観察調査及び 

捕獲調査（魚類） 

・定性採集法及び 

定量採集法（底生動物） 

WT1 

高江町に位置する地点であり、対象事業実施区域北西側におけ

る集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の影響を受ける可

能性があることから設定した。 

WT2 

高江町の山の手川に位置する地点であり、対象事業実施区域北

側における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の影響を

受ける可能性があることから、設定した。 

WT3 

高江町山神段の八間川に位置する地点であり、対象事業実施区

域北東側における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の

影響を受ける可能性があることから、設定した。 

WT4 

青山町木場谷地区の木場谷川に位置する地点であり、対象事業

実施区域東側における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入

等の影響を受ける可能性があることから、設定した。 

WT5 

青山町高貫地区の隈之城川に位置する地点であり、対象事業実

施区域東側における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等

の影響を受ける可能性があることから、設定した。 

WT6 

青山町乗越地区に位置する地点であり、対象事業実施区域南東

側における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の影響を

受ける可能性があることから、設定した。 

WT7 

荒川地区大河内の荒川川に位置する地点であり、対象事業実施

区域南側における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の

影響を受ける可能性があることから、設定した。 

WT8 

羽島地区河原に位置する地点であり、対象事業実施区域南西側

における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の影響を受

ける可能性があることから、設定した。 

WT9 

羽島地区万福の平身川に位置する地点であり、対象事業実施区

域南西側における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の

影響を受ける可能性があることから、設定した。 

WT10 

寄田町下山の土川川に位置する地点であり、対象事業実施区域

南西側における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の影

響を受ける可能性があることから、設定した。 

WT11 

寄田町の轟川に位置する地点であり、対象事業実施区域北西側

における集水区域を考慮し、工事に伴う土砂流入等の影響を受

ける可能性があることから、設定した。 
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表 2（8） 生態系調査（上位性：ホンドテン）の調査地点の設定根拠（地点位置は図 11 参照） 

調査手法 地点 植生 地点の設定根拠 

餌量調査（小型哺乳 

類、地表徘徊性昆虫 

類、樹上性昆虫類） 

TQ1 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する動物の餌量を把

握するために設定した。 

TQ2 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する動物の餌量を把

握するために設定した。 

TQ3 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する動物の餌量を把握す

るために設定した。 

TQ4 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する動物の餌量を把握す

るために設定した。 

TQ5 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する動物の餌量を把握す

るために設定した。 

TQ6 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する動物の餌量を把

握するために設定した。 

TQ7 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する動物の餌量を把握す

るために設定した。 

TQ8 草地 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、草地に生息する動物の餌量を把握するために

設定した。 

TQ9 草地 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、草地に生息する動物の餌量を把握するために

設定した。 

TQ10 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する動物の餌量を把握す

るために設定した。 

TQ11 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する動物の餌量を把

握するために設定した。 

TQ12 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する動物の餌量を把握す

るために設定した。 

TQ13 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する動物の餌量を把握す

るために設定した。 

TQ14 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する動物の餌量を把握す

るために設定した。 
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表 2（9） 生態系調査（上位性：ホンドテン）の調査地点の設定根拠（地点位置は図 11 参照） 

調査手法 地点 植生 地点の設定根拠 

餌量調査（果実） TR1 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林の果実の餌量を把握するために

設定した。 

TR2 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林の果実の餌量を把握するた

めに設定した。 

TR3 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林の果実の餌量を把握するために

設定した。 

TR4 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林の果実の餌量を把握するために

設定した。 

TR5 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林の果実の餌量を把握するために

設定した。 

TR6 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林の果実の餌量を把握するために

設定した。 

TR7 草地 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、草地の果実の餌量を把握するために設定し

た。 

TR8 草地 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、草地の果実の餌量を把握するために設定し

た。 

TR9 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林の果実の餌量を把握するために

設定した。 

TR10 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林の果実の餌量を把握するために

設定した。 

TR11 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林の果実の餌量を把握するた

めに設定した。 

TR12 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林の果実の餌量を把握するた

めに設定した。 

TR13 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林の果実の餌量を把握するた

めに設定した。 

TR14 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林の果実の餌量を把握するために

設定した。 
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表 2（10） 生態系調査（典型性：ヤマガラ）の調査地点の設定根拠（地点位置は図 11参照） 

調査手法 地点 植生 地点の設定根拠 

餌量調査 

（樹上性昆虫類） 

YQ1 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する樹上性昆虫類

の餌量を把握するために設定した。 

YQ2 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する樹上性昆虫類の餌

量を把握するために設定した。 

YQ3 草地 樹林ではないが、比較のため、設定した。 

YQ4 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する樹上性昆虫類の餌

量を把握するために設定した。 

YQ5 スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、スギ・ヒノキ植林に生息する樹上性昆虫類

の餌量を把握するために設定した。 

YQ6 常緑広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林に生息する樹上性昆虫類の餌

量を把握するために設定した。 

YQ7 落葉広葉樹林 対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、落葉広葉樹林に生息する樹上性昆虫類の餌

量を把握するために設定した。 

テリトリーマッピング 

法 

YR1 常緑広葉樹林 

落葉広葉樹林 

スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林、落葉広葉樹林、スギ・ヒノ

キ植林に生息するヤマガラのなわばりの分布を把

握するために設定した。 

YR2 常緑広葉樹林 

落葉広葉樹林 

スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林、落葉広葉樹林、スギ・ヒノ

キ植林に生息するヤマガラのなわばりの分布を把

握するために設定した。 

YR3 常緑広葉樹林、 

スギ・ヒノキ植

林 

草地 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林、スギ・ヒノキ植林、草地に

生息するヤマガラのなわばりの分布を把握するた

めに設定した。 

YR4 常緑広葉樹林、 

スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林、スギ・ヒノキ植林に生息す

るヤマガラのなわばりの分布を把握するために設

定した。 

YR5 常緑広葉樹林、 

スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林、スギ・ヒノキ植林に生息す

るヤマガラのなわばりの分布を把握するために設

定した。 

YR6 常緑広葉樹林 

落葉広葉樹林 

スギ・ヒノキ植

林 

対象事業実施区域及びその周囲に分布する植生の

うち、常緑広葉樹林、落葉広葉樹林、スギ・ヒノ

キ植林に生息するヤマガラのなわばりの分布を把

握するために設定した。 
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図 11（1） 生態系調査地点 

（上位性：テン） 
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図 11（2） 生態系調査地点 

      （典型性：ヤマガラ） 
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１９．既設風力発電機を含む哺乳類・一般鳥類調査地点について 

【方法書 P6-42(243)～P6-43(244)】 

（質問） 

自動撮影カメラおよびトラップ設置地点を既設風力発電所近くにも配置すると、

その結果により、文献その他の資料調査において確認された重要動物種について、

より適切な影響評価が可能になると思います。また、一般鳥類のスポットセンサス

地点も、できれば既設発電所付近にも設けた方が、のちの影響評価に説得力が出る

と思います。 

 

（回答） 

ご指摘を踏まえ、自動撮影カメラ、一般鳥類調査のスポットセンサス地点等につ

いて、既設風力発電所近くにも配置することを検討します。ただし、必要に応じて

既設風力発電所の事業者の了承を得ることが、調査実施のための条件となります。 
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２０．鳥類調査（希少猛禽類）地点の視野の状況について 

（質問） 

鳥類調査（希少猛禽類）について、調査地点からの可視範囲を示してください。 

 

（回答） 

希少猛禽類調査の定点からの視野の状況は、図 12 に示すとおりです。 

図中に示す全 12 定点のうち、希少猛禽類の出現状況に応じて、8 定点を選択して

調査を実施しております。
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図 12 猛禽類調査定点および 

  定点からの視野図 
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２１．希少猛禽類の営巣地調査の時期について 

（質問） 

希少猛禽類の営巣地調査を 2 回（5～6 月）に予定していますが、この期間はこ

の区域での猛禽類の繁殖に影響を及ぼす危険性はありませんか？ 

 

（回答） 

方法書では、文献調査により確認された「サシバ」等の繁殖の可能性を考慮し、

「サシバ保護の進め方（改訂版）」（平成 25 年、環境省）等を踏まえ、営巣地確

認調査の時期を「5～6 月」と記載しておりましたが、実際の調査に際しては、猛禽

類調査により出現種を把握したうえで、出現種の繁殖行動等の確認状況に応じて、

繁殖への影響が小さい時期に調査を実施いたします。 
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２２．沢域の保全への配慮について 

（質問） 

沢を経て沈砂池排水が本流に流入する可能性があり、また沢には両生類など貴重

な生物群が生息する可能性があるので、工事実施に当たり事業実施区域内および周

辺域の沢の位置を把握し、それらの保全についてご配慮ください。248 ページの魚

類・底生動物の調査地点 WT 1・6・9 は沢に位置する地点と思われますが、これ以

外に現時点で把握されている沢があればそれらを図示してください。 

 

（回答） 

現地調査によって把握した対象事業実施区域内における沢の状況は、図 13 に示

すとおりです。また、動物等の現地調査時にも、周辺も含めた沢の状況把握に努め

ます。なお、魚類・底生動物の調査地点 WT 1・6・9 については、水の流れがあ

ることを把握しています。 
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図 13 対象事業実施区域に 

おける沢の状況 
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２３．食物連鎖網図及び生態系の上位性注目種について 

【方法書 P3-56(70)、P6-51(252)】 

（質問①） 

風力発電機等設置範囲及びその周囲の上位種はホンドテンとホンドキツネだけ

になっていますが、猛禽類は出現の可能性がないということでしょうか？ 
 

（質問②） 

上位性注目種としてテンを選定していますが、風力発電の場合、地上性のものよ

り空間を利用する猛禽類から注目種を選定するべきではないかと考えます。 

 

（回答①②） 

猛禽類の生息状況について、既存資料調査や専門家ヒアリングによって把握に努

めましたが、風力発電機等設置範囲及びその周囲を繁殖地等の重要な生息場所とし

ている種が存在する可能性は低いものと考えられました。そのため、風力発電機等

設置範囲及びその周囲の食物連鎖図には猛禽類を挙げていません。 

なお、平成 30 年 12 月から猛禽類調査を実施しており、この調査において上位性

の注目種としてより適切な種が確認された場合、注目種の変更を検討します。 
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２４．餌量調査における定量的なデータの取得について 

（質問） 

餌量の調査について、定量的なデータが取得できるように調査計画を検討する必

要があると考えます。 

 

（回答） 

表 3 に示す調査計画により、餌量調査において定量的なデータが得られるよう配

慮しています。 

 

表 3（1） 上位性注目種（ホンドテン）に係る餌量調査・調査計画 

調査対象 調査手法 調査数量 調査地点の配置 測定・集計方法 

小型哺乳類 シャーマン型ト

ラップによる捕

獲 

・14地点 

・10個／地点 

・常緑広葉樹林：4地点 

・落葉広葉樹林：4地点 

・スギ・ヒノキ植林：4地点 

・草地：2地点 

地点毎に小型哺乳

類（主にネズミ類）

の重量を測定し、

植生毎に集計 

地表徘徊性

昆虫類 

ピットフォール

トラップによる

捕獲 

・14地点 

・10個／地点 

・常緑広葉樹林：4地点 

・落葉広葉樹林：4地点 

・スギ・ヒノキ植林：4地点 

・草地：2地点 

地点毎・目毎に昆

虫類等の重量を測

定し、植生毎に集

計 

樹上性昆虫

類 

コドラート内の

昆 虫 類 等 を ス

ウィーピング、

ビーティングに

より捕獲する。 

・14地点 

・5ｍ×5ｍ／地

点 

・常緑広葉樹林：4地点 

・落葉広葉樹林：4地点 

・スギ・ヒノキ植林：4地点 

・草地：2地点 

地点毎・目毎に昆

虫類等の重量を測

定し、植生毎に集

計 

果実 設定したルート

周辺で着果もし

くは落下してい

る成熟果実の個

数を計数する。 

・14ルート 

・20ｍ（片側 10

ｍ）×100ｍ 

・常緑広葉樹林：4ルート 

・落葉広葉樹林：4ルート 

・スギ・ヒノキ植林：4 ルー

ト 

・草地：2ルート 

ルート毎・種毎に

果実の重量を測定

し、植生毎に集計 

 

表 3（2） 典型性注目種（ヤマガラ）に係る餌量調査・調査計画 

調査対象 調査手法 調査数量 調査地点の配置 測定・集計方法 

樹上性昆虫

類 

コドラート内の昆

虫類等をスウィー

ピング、ビーティ

ングにより捕獲す

る。 

・14地点 

・5ｍ×5ｍ／地点 

・常緑広葉樹林：2地点 

・落葉広葉樹林：2地点 

・スギ・ヒノキ植林：2地点 

・草地：1地点 

地点毎・目毎に昆虫

類等の重量を測定

し、植生毎に集計 
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２５．人と自然との触れ合い活動の場の調査地点の図面について 

【方法書 P6-60(261)、P6-62(263)】 

（質問） 

人触れの現地調査地点を示す図は、図 6.2-18 ではないですか？ 

 

（回答） 

ご指摘のとおり、人と自然との触れ合い活動の場の調査地点図は、図 6.2-18 が

正となります。 
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２６．正誤表 

 

■（仮称）いちき串木野・薩摩川内ウィンドファーム環境影響評価方法書 正誤表 

ページ番号 誤 正 

方法書 

p7-7(270) 

表 7.1-2 配慮書に対する一般の意見の概要

と事業者の見解 上から 6 段目、一般の意見

の概要、上から 8行目 

(前略)地域個体群への重大な影評を与えるの

は明らかである。(後略) 

 

 

 

(前略)地域個体群への重大な影響を与えるの

は明らかである。(後略) 

方法書 

p7-7(270) 

表 7.1-2 配慮書に対する一般の意見の概要

と事業者の見解 上から 7 段目、一般の意見

の概要、上から 3行目 

(前略)バットストライクの影響予測や全保措

置に必要な情報が得られない。(後略) 

 

 

 

(前略)バットストライクの影響予測や保全措

置に必要な情報が得られない。(後略) 

方法書 

p7-7(270) 

表 7.1-2 配慮書に対する一般の意見の概要

と事業者の見解 上から 8 段目、一般の意見

の概要、上から 2行目 

(前略)つまり風車プレードの回転範囲のコウ

モリの音声は(後略) 

 

 

 

(前略)つまり風車ブレードの回転範囲のコウ

モリの音声は(後略) 

方法書 

p7-8(271)⇒ 

p7-8-1(271-1) 

表 7.1-2 配慮書に対する一般の意見の概要

と事業者の見解 上から 3 段目、一般の意見

の概要、上から 1行目 

・捕獲によって撓乱が起こるので、(後略) 

上から 11行目 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影態が

大きいので、(後略) 

 

 

 

・捕獲によって攪乱が起こるので、(後略) 

 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が

大きいので、(後略) 

方法書 

p7-8-2(271-2) 

－ ページ追加（追加ページは別紙 1参照） 

方法書 

p7-8-3(271-3) 

－ ページ追加（追加ページは別紙 2参照） 
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別紙 1 追加ページ（方法書 p7-8-2(271-2)） 
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別紙 2 追加ページ（方法書 p7-8-3(271-3)） 
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■（仮称）いちき串木野・薩摩川内ウィンドファーム環境影響評価方法書 要約書 正誤表 

ページ番号 誤 正 

方法書要約書 

p72⇒p72-1 

表 7.1-2 配慮書に対する一般の意見の概要

と事業者の見解 上から 5 段目、一般の意見

の概要、上から 7行目 

(前略)地域個体群への重大な影評を与えるの

は明らかである。(後略) 

 

 

 

(前略)地域個体群への重大な影響を与えるの

は明らかである。(後略) 

方法書要約書 

p72⇒p72-1 

表 7.1-2 配慮書に対する一般の意見の概要

と事業者の見解 上から 6 段目、一般の意見

の概要、上から 3行目 

(前略)バットストライクの影響予測や全保措

置に必要な情報が得られない。(後略) 

 

 

 

(前略)バットストライクの影響予測や保全措

置に必要な情報が得られない。(後略) 

方法書要約書 

p72⇒p72-1 

表 7.1-2 配慮書に対する一般の意見の概要

と事業者の見解 上から 7 段目、一般の意見

の概要、上から 1行目 

(前略)つまり風車プレードの回転範囲のコウ

モリの音声は(後略) 

 

 

 

(前略)つまり風車ブレードの回転範囲のコウ

モリの音声は(後略) 

方法書要約書 

p72⇒p72-1 

表 7.1-2 配慮書に対する一般の意見の概要

と事業者の見解 上から 9 段目、一般の意見

の概要、上から 1行目 

・捕獲によって撓乱が起こるので、(後略) 

上から 8行目 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影態が

大きいので、(後略) 

 

 

 

・捕獲によって攪乱が起こるので、(後略) 

 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が

大きいので、(後略) 

方法書要約書 

p72⇒p72-2 

－ ページ追加（追加ページは別紙 1参照） 

方法書要約書 

p72⇒p72-3 

－ ページ追加（追加ページは別紙 2参照） 
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別紙 1 追加ページ（方法書要約書 p72-2） 
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別紙 2 追加ページ（方法書要約書 p72-3） 


